
目

次

公

告

△

落
札
者
等
の
公
示(

九
件)

(

情
報
政
策
室)

…
…
…
一

教
育
委
員
会
教
育
長
公
告

△

一
般
競
争
入
札

五

公
安
委
員
会
公
告

△

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施

七

不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
公
告

△

平
成
十
八
年
度
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
の
実
施

八

公公公

告告告

次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号

。以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う

。)第
11条

の
規
定
に
よ
っ

て
公
告
す
る

。

平
成

18年
６
月
２
日

広
島
県
知
事

藤
田

雄
山

県
決
第

13号

１
調
達
件
名

電
子
計
算
組
織
の
賃
貸
借

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
名
称

広
島
県
総
務
部
財
務
局
情
報
政
策
室

�
所
在
地

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

３
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成

18年
４
月
１
日
(土
)

４
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

�
氏
名

株
式
会
社
日
立
製
作
所
中
国
支
社

�
住
所

広
島
市
中
区
袋
町
５
番

25号

５
契
約
金
額

381,518,988円
(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む

。)

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
を
行
っ
た
理
由

特
例
政
令
第

10条
第
１
項
第
２
号
該
当

次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手

続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号

。以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う

。)
第

11条
の
規
定
に

よ
っ
て
公
告
す
る

。

平
成

18年
６
月
２
日

広
島
県
知
事

藤
田

雄
山

県
決
第

14号

１
調
達
件
名

広
島
県
財
務
会
計
ト

ータ
ル
シ
ス
テ
ム
運
用
保
守
管
理
業
務
委
託

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
名
称

広
島
県
総
務
部
財
務
局
情
報
政
策
室

�
所
在
地

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

３
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成

18年
４
月
１
日
(土
)
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…
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…
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４
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

�
氏
名

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ

ータ
中
国

�
住
所

広
島
市
南
区
比
治
山
本
町

11番
20号

５
契
約
金
額

32,256,000円
(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む

。)

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
を
行
っ
た
理
由

特
例
政
令
第

10条
第
１
項
第
２
号
該
当

次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号

。以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う

。)第
11条

の
規
定
に
よ
っ

て
公
告
す
る

。

平
成

18年
６
月
２
日

広
島
県
知
事

藤
田

雄
山

県
決
第

15号

１
調
達
件
名

広
島
メ
イ
プ
ル
ネ
ッ
ト
保
守
・
運
用
管
理
業
務
委
託

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
名
称

広
島
県
総
務
部
財
務
局
情
報
政
策
室

�
所
在
地

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

３
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成

18年
４
月
１
日
(土
)

４
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

�
氏
名

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
広
島
支
店

�
住
所

広
島
市
中
区
基
町
６
番

77号

５
契
約
金
額

122,535,000円
(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む

。)

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
を
行
っ
た
理
由

特
例
政
令
第

10条
第
１
項
第
２
号
該
当

次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号

。以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う

。)第
11条

の
規
定
に
よ
っ

て
公
告
す
る

。

平
成

18年
６
月
２
日

広
島
県
知
事

藤
田

雄
山

県
決
第

16号

１
調
達
件
名

広
島
県
行
政
Ｌ
Ａ
Ｎ
・
Ｗ
Ａ
Ｎ
保
守
運
用
管
理
業
務
委
託

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
名
称

広
島
県
総
務
部
財
務
局
情
報
政
策
室

�
所
在
地

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

３
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成

18年
４
月
１
日
(土
)

４
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

�
氏
名

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
広
島
支
店

�
住
所

広
島
市
中
区
基
町
６
番

77号

５
契
約
金
額

63,326,280円
(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む

。)

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
を
行
っ
た
理
由

特
例
政
令
第

10条
第
１
項
第
２
号
該
当

次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号

。以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う

。)第
11条

の
規
定
に
よ
っ
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て
公
告
す
る

。

平
成

18年
６
月
２
日

広
島
県
知
事

藤
田

雄
山

県
決
第

17号

１
調
達
件
名

広
島
県
地
方
機
関
Ｗ
Ａ
Ｎ
・
地
域
事
務
所
Ｌ
Ａ
Ｎ
ネ
ッ
ト
ワ

ーク
シ
ス
テ
ム
保
守
委
託

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
名
称

広
島
県
総
務
部
財
務
局
情
報
政
策
室

�
所
在
地

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

３
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成

18年
４
月
１
日
(土
)

４
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

�
氏
名

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
広
島
支
店

�
住
所

広
島
市
中
区
基
町
６
番

77号

５
契
約
金
額

57,519,000円
(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む

。)

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
を
行
っ
た
理
由

特
例
政
令
第

10条
第
１
項
第
２
号
該
当

次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号

。以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う

。)第
11条

の
規
定
に
よ
っ

て
公
告
す
る

。

平
成

18年
６
月
２
日

広
島
県
知
事

藤
田

雄
山

県
決
第

18号

１
調
達
件
名

広
島
県
地
方
機
関
Ｌ
Ａ
Ｎ
ネ
ッ
ト
ワ

ーク
機
器
保
守
委
託

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
名
称

広
島
県
総
務
部
財
務
局
情
報
政
策
室

�
所
在
地

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

３
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成

18年
４
月
１
日
(土
)

４
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

�
氏
名

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
広
島
支
店

�
住
所

広
島
市
中
区
基
町
６
番

77号

５
契
約
金
額

49,665,000円
(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む

。)

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
を
行
っ
た
理
由

特
例
政
令
第

10条
第
１
項
第
２
号
該
当

次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号

。以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う

。)第
11条

の
規
定
に
よ
っ

て
公
告
す
る

。

平
成

18年
６
月
２
日

広
島
県
知
事

藤
田

雄
山

県
決
第

19号

１
調
達
件
名

広
島
県
・
市
町
村
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
共
同
運
用
サ

ービ
ス
提
供
委
託

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
名
称

広
島
県
総
務
部
財
務
局
情
報
政
策
室

�
所
在
地

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

３
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成

18年
４
月
１
日
(土
)

４
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所
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�
氏
名

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ーシ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社

�
住
所

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
１
番
６
号

５
契
約
金
額

105,084,000円
(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む

。)

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
を
行
っ
た
理
由

特
例
政
令
第

10条
第
１
項
第
２
号
該
当

次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号
。以

下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う

。)
第

11条
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る

。

平
成

18年
６
月
２
日

広
島
県
知
事

藤
田

雄
山

県
決
第

20号

１
調
達
件
名

時
事
通
信
社
｢ｉ
Ｊ
Ａ
Ｍ
Ｐ
｣
利
用
契
約

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称

広
島
県
総
務
部
財
務
局
情
報
政
策
室

�
所
在
地

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

３
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成

18年
４
月
１
日
(土
)

４
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

�
氏
名

株
式
会
社
時
事
通
信
社

�
住
所

東
京
都
中
央
区
銀
座
五
丁
目

15番
８
号

５
契
約
金
額

48,031,200円
(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む

。)

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
を
行
っ
た
理
由

特
例
政
令
第

10条
第
１
項
第
１
号
該
当

次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続

の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号

。以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う

。)第
11条

の
規
定
に
よ
っ

て
公
告
す
る

。

平
成

18年
６
月
２
日

広
島
県
知
事

藤
田

雄
山

県
決
第

21号

１
調
達
件
名

広
島
県
庁
Ｌ
Ａ
Ｎ
・
Ｗ
Ａ
Ｎ
サ
ポ

ート
ダ
イ
ヤ
ル
・
地
方
機
関
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
業
務
委
託

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
名
称

広
島
県
総
務
部
財
務
局
情
報
政
策
室

�
所
在
地

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

３
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成

18年
５
月

19日
(金
)

４
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

�
氏
名

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
広
島
支
店

�
住
所

広
島
市
中
区
基
町
６
番

77号

５
契
約
金
額

45,977,400円
(消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む

。)

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
広
告
日

平
成

18年
４
月
６
日
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教教教
育育育
委委委
員員員
会会会
教教教
育育育
長長長
公公公
告告告

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
こ
と
と
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号
)
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る

。

平
成

18年
６
月
２
日

広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

関
靖

直

教
一
般

18第
９
号

１
調
達
内
容

�
借
入
件
名
及
び
数
量

広
島
県
立
高
等
学
校
(12校

)
情
報
化
教
育
用
コ
ン
ピ
ュ

ータ
シ
ス
テ
ム
及
び
そ
の
据
付
け�
調
整�

保
守
等

一
式

�
借
入
件
名
の
特
質
等

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
・
リ

ース
と
し�

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
借
入
期
間

平
成

18年
９
月
１
日
か
ら
平
成

22年
８
月

31日
ま
で

(地
方
自
治
法
(昭
和

22年
法
律
第

67号
)
第

234条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
)

�
借
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
入
札
方
法

前
記�

の
件
名
で�

契
約
し
よ
う
と
す
る
希
望
賃
借
料
の
月
額
で
入
札
に
付
す
る

。
�

入
札
書
の
記
入
方
法
等

消
費
税
相
当
額
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
め
た
金
額
を
入
札
金
額
と
す
る
の
で�

入
札
者
は�

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず�

消
費
税

相
当
額
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
め
た
希
望
賃
借
料
の
月
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と

。

２
入
札
参
加
資
格

�
平
成

14年
広
島
県
告
示
第

1228号
(平
成

15年
４
月
１
日
か
ら
平
成

19年
12月

31日
ま
で
に
県
が
発

注
す
る
物
品
の
売
買�

修
理�

借
入
れ
な
ど
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
な
ど

。以
下
｢資
格
告
示
｣
と
い
う

。)
に
よ
り
資
格
を
認

定
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と

。

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号
)
第

167条
の
４
の
規
定
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と

。

�
広
島
県
の
定
め
る
物
品
の
競
争
入
札
等
に
係
る
指
名
除
外
要
領
に
基
づ
く
指
名
除
外
を�

本
件
調
達

の
公
告
日
か
ら
開
札
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と

。

３
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
手
続

�
本
件
の
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
で�
前
記
２
の
(1)の

資
格
を
有
し
な
い
も
の
は�

資
格
告
示
に
基
づ
き
申
請
手
続
を
行
う
こ
と

。

�
申
請
期
間

平
成

18年
６
月
２
日
(金
)
か
ら
平
成

18年
６
月

15日
(木
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く

。)

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
受
け
付
け
る

。(郵
送
等
の
場
合
は�

平
成

18年
６
月

15日
(木
)
必
着
)

�
申
請
書
等
の
作
成
に
用
い
る
言
語

申
請
書�

決
算
書
及
び
委
任
状
は�

日
本
語
で
作
成
す
る
こ
と

。

な
お�

そ
の
他
の
書
類
で
外
国
語
で
記
載
の
も
の
は�

日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し�

又
は
添
付
す
る

も
の
と
す
る

。

ま
た�

申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
う
ち�

金
額
欄
に
つ
い
て
は�

日
本
国
通
貨
を
も
っ
て
記
載
す
る

こ
と

。外
国
通
貨
を
も
っ
て
金
額
を
算
出
し
て
い
る
と
き
は�

出
納
官
吏
事
務
規
程
(昭
和

22年
大
蔵

省
令
第

95号
)
第

16条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
っ
て
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
て
記
載
す
る

も
の
と
す
る

。

�
申
請
書
の
入
手
先�

提
出
先
及
び
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

〒
730－

8511
広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

広
島
県
総
務
部
財
務
局
財
産
管
理
室
(広
島
県
庁
本
館
３
階
)

電
話

(082)
513－

2315
(ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
)

４
入
札
参
加
条
件

�
前
記
２
の
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
又
は
前
記
３
の
申
請
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
認
定
さ
れ
た

者
で
あ
る
こ
と

。

�
借
入
物
品
に
係
る
迅
速
な
ア
フ
タ

ーサ

ービ
ス
及
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

者
で
あ
る
こ
と

。

５
入
札
手
続
等

�
入
札
書
の
提
出
先�

契
約
条
項
を
示
す
場
所�

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
合
せ
先

〒
730－

8514
広
島
市
中
区
基
町
９
番

42号

広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
管
理
部
総
務
課
教
育
政
策
室
(広
島
県
庁
東
館
４
階
)

電
話

(082)
513－

4936
(ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
)

�
入
札
説
明
書
の
交
付
期
間
及
び
入
手
方
法

ア
交
付
期
間

平
成

18年
６
月
９
日
(金
)
か
ら
平
成

18年
６
月

14日
(水
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く

。)
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
交
付
す
る

。(た
だ
し�

平
成

18年
６
月
９
日

(金
)
に
つ
い
て
は�

入
札
説
明
会
開
始
後
に
交
付
す
る

。)
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郵
送
等
の
場
合
は�

平
成

18年
６
月

14日
(水
)
の
消
印
ま
で
受
け
付
け
る

。

イ
入
手
方
法

前
記�

の
場
所
で
直
接
受
け
取
る
か�

又
は
郵
送
等
に
よ
っ
て
請
求
す
る
こ
と

。た
だ
し�

郵
送

等
に
よ
る
請
求
の
場
合
は�

返
信
用
の
封
筒
及
び
切
手
を
同
封
す
る
こ
と

。

�
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

ア
日
時

平
成

18年
６
月
９
日
(金
)
午
後
２
時

イ
場
所

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

広
島
県
庁
南
館
１
階
入
札
室

�
入
札
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
方
法

ア
提
出
期
限

平
成

18年
７
月

12日
(水
)
午
後
５
時

イ
提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送
等
(書
留
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
(平
成

14

年
法
律
第

99号
)
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る

特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
の
う
ち
書
留
郵
便
に
準

ず
る
も
の
に
限
る

。提
出
期
限
内
必
着
)

�
開
札
の
日
時
及
び
場
所

ア
日
時

平
成

18年
７
月

13日
(木
)
午
前

11時

イ
場
所

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

広
島
県
庁
南
館
１
階
入
札
室

６
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

�
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項

本
件
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は�

封
印
し
た
入
札
書
に
入
札
説
明
書
で
示
し
た
必

要
な
書
類
を
添
付
し
て
入
札
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

入
札
者
は�

開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て�

契
約
を
担
当
す
る
職
員
か
ら
当
該
書
類
に
関
し

説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は�

そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
に
よ
る
入
札�

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し

な
か
っ
た
者
に
よ
る
入
札
そ
の
他
広
島
県
契
約
規
則
(昭
和

39年
広
島
県
規
則
第

32号
)
第

21条
各
号

に
該
当
す
る
入
札
は�

無
効
と
す
る

。

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
落
札
者
の
決
定
方
法

入
札
説
明
書
で
指
定
す
る
性
能
等
の
要
求
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
提
案
を
し
た
者
で�

広
島

県
契
約
規
則
第

19条
の
規
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
提

示
し
た
者
を
落
札
者
と
決
定
す
る
最
低
価
格
落
札
方
式
と
す
る

。

�
手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

無

�
そ
の
他

こ
の
入
札
に
よ
る
契
約
は�

平
成

19年
度
以
降
の
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
減
額
又
は
削

除
が
あ
っ
た
場
合
は�

県
は
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

。

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る

。
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公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

51号

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
(平
成

17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

18号
)
附
則
第
２
条
に
規
定
す
る�

警
備
業
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
(平
成

16年
法
律
第

50号
)
に
よ
る
改
正
前
の
警
備
業
法
(昭
和

47年
法
律
第

117号
)
第

11

条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
(以
下
｢旧
資
格
者
証
｣

と
い
う

。)
を
有
す
る
者
に
対
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
(警
備
業
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
及

び
第
３
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
に
係
る
講
習
に
限
る

。)
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

。

平
成

18年
６
月
２
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

１
実
施
期
日
及
び
場
所

�
実
施
期
日

�
実
施
場
所

広
島
市
中
区
大
手
町
四
丁
目
２
番

27号
中
央
レ
ジ
デ
ン
ス
３
階

社
団
法
人
広
島
県
警
備
業
協
会

研
修
室

２
受
講
定
員

各
50人

３
受
講
対
象
者
等

旧
資
格
者
証
を
有
す
る
者
で�

申
込
み
時
に
１
号
業
務
又
は
３
号
業
務
を
実
施
し
て
い
る
営
業
所
に
お

い
て�

当
該
業
務
に
係
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
に
選
任
さ
れ
て
い
る
も
の

４
受
講
申
込
手
続
等

�
受
講
希
望
届
出
書
の
提
出
期
間

ア
１
号
業
務
に
係
る
講
習

平
成

18年
６
月

14日
(水
)か
ら
平
成

18年
６
月

16日
(金
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後
５

時
ま
で

イ
３
号
業
務
に
係
る
講
習

平
成

18年
６
月

26日
(月
)か
ら
平
成

18年
６
月

28日
(水
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後
５

時
ま
で

�
届
出
方
法

ア
受
講
希
望
者
本
人
が�

上
記�

の
提
出
期
間
内
に
広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
生

活
安
全
刑
事
課
に
お
い
て�

同
署
備
え
付
け
の
受
講
希
望
届
出
書
に
よ
り
届
出
を
行
う
こ
と

。

イ
受
講
希
望
者
の
数
が
定
員
を
超
え
た
場
合
は�

抽
選
に
よ
り
受
講
予
定
者
を
決
定
す
る

。

ウ
抽
選
の
結
果
及
び
受
講
申
込
書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
は�

通
知
等
の
方
法
に
よ
り
連
絡
す
る

。

�
受
講
申
込
書
の
提
出
先

広
島
市
中
区
光
南
二
丁
目

26番
３
号

別
館
光
南
庁
舎
２
階

広
島
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

電
話
(082)

228－
0110

内
線

3214

�
受
講
申
込
書
の
配
付
場
所
等

上
記�

の
場
所
又
は
広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
若
し
く
は
生
活
安
全
刑
事
課
に
お
い
て

直
接
受
け
取
る
こ
と

。

５
提
出
書
類
等

受
講
予
定
者
に
決
定
し
た
者
は�

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
１
通
(申
込
み
前
６
か

月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽�
正
面�
上
三
分
身�
無
背
景
の
縦

3.0セ
ン
チ
メ

ート
ル�
横

2.4セ
ン
チ
メ

ー

ト
ル
の
大
き
さ
の
顔
写
真
を
ち
ょ
う
付
し
た
も
の
)
に�

旧
資
格
者
証
の
写
し
及
び
選
任
証
明
書
(申
込

み
時
に
１
号
業
務
又
は
３
号
業
務
を
実
施
し
て
い
る
営
業
所
に
お
い
て�

当
該
警
備
業
務
に
係
る
警
備
員

指
導
教
育
責
任
者
に
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
資
料
)
１
通
を
添
付
し
て
上
記
４
の�

の
場
所

に
提
出
す
る
こ
と

。

６
受
講
手
数
料
及
び
納
付
方
法

�
受
講
手
数
料

ア
１
号
業
務
に
係
る
講
習

23,000円

イ
３
号
業
務
に
係
る
講
習

14,000円

�
納
付
方
法

受
講
手
数
料
は�

受
講
申
込
書
の
提
出
時
に
各
講
習
の
手
数
料
に
相
当
す
る
額
の
広
島
県
収
入
証
紙
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警
備
業
法
第
２
条
第
１
項

第
３
号
に
規
定
す
る
警
備
業

務
(以
下
｢３
号
業
務
｣
と

い
う

。)に
係
る
講
習

警
備
業
法
第
２
条
第
１
項

第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
業

務
(以
下
｢１
号
業
務
｣
と

い
う

。)に
係
る
講
習

区
分

平
成

18年
７
月

18日
(火
)
か
ら
平

成
18年

７
月

20日
(木
)
ま
で
の
午
前

８
時

30分
か
ら
午
後
５
時

30分
ま
で

平
成

18年
７
月
３
日
(月
)
か
ら
平

成
18年

７
月
６
日
(木
)
ま
で
の
午
前

８
時

30分
か
ら
午
後
５
時

30分
ま
で

実
施

期
日

講
習
最
終
日
に
は
修
了

考
査
を
行
い�
合
格
者
に

は�
警
備
員
指
導
教
育
責

任
者
講
習
修
了
証
明
書
を

交
付
す
る

。

そ
の

他

(号外)



に
よ
り
納
付
す
る
こ
と

。

こ
の
広
島
県
収
入
証
紙
は�

受
講
申
込
書
に
ち
ょ
う
付
せ
ず
消
印
も
し
な
い
こ
と

。

な
お�

納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
返
還
し
な
い

。

７
持
参
物

筆
記
具�

印
鑑�

警
備
業
関
係
法
令
集
(法
令
集
は�

講
習
会
場
に
お
い
て
購
入
可
能
)

８
講
習
の
委
託

こ
の
講
習
は�

社
団
法
人
広
島
県
警
備
業
協
会
に
委
託
し
て
実
施
す
る

。

９
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

�
広
島
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

�
広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
生
活
安
全
刑
事
課

不不不
動動動
産産産
適適適
正正正
取取取
引引引
推推推
進進進
機機機
構構構
公公公
告告告

宅
地
建
物
取
引
業
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
広

島
県
知
事
の
委
任
に
係
る
平
成
十
八
年
度
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
二
日

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
理
事
長

三

澤

眞

一

試
験
の
日
時

平
成
十
八
年
十
月
十
五
日

(

日)

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
。
た
だ
し
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第

十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
講
習
を
受
講
し
修
了
試

験
に
合
格
し
た
者
で
、
試
験
の
一
部
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の

(

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則

[

昭
和
三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号]

第
十
条
の
五
第
六
号
に
い
う
登
録
講
習
修
了
者
。
以
下

｢

登

録
講
習
修
了
者｣

と
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
午
後
一
時
十
分
か
ら
午
後
三
時
ま
で
と
す
る
。

二

試
験
の
場
所

受
験
申
込
み
受
付
の
際
、
指
定
す
る
。

三

試
験
の
内
容

１

内
容

お
お
む
ね
次
の
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

(一)

土
地
の
形
質
、
地
積
、
地
目
及
び
種
別
並
び
に
建
物
の
形
質
、
構
造
及
び
種
別
に
関
す
る
こ
と
。

(二)

土
地
及
び
建
物
に
つ
い
て
の
権
利
及
び
権
利
の
変
動
に
関
す
る
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

(三)

土
地
及
び
建
物
に
つ
い
て
の
法
令
上
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

(四)

宅
地
及
び
建
物
に
つ
い
て
の
税
に
関
す
る
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

(五)

宅
地
及
び
建
物
の
需
給
に
関
す
る
法
令
及
び
実
務
に
関
す
る
こ
と
。

(六)

宅
地
及
び
建
物
の
価
格
の
評
定
に
関
す
る
こ
と
。

(七)

宅
地
建
物
取
引
業
法
及
び
同
法
の
関
係
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
登
録
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
前
記
(一)
と
(五)
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
問
題
を
免
除

す
る
。

２

出
題
法
令

平
成
十
八
年
四
月
一
日
現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
法
令
に
よ
る
。

四

試
験
の
方
法
及
び
出
題
数

１

方
法

四
肢
択
一
式
の
筆
記
試
験
に
よ
る
。

２

出
題
数

五
十
問
。
た
だ
し
、
登
録
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
四
十
五
問
と
す
る
。

五

受
験
資
格

年
齢
、
性
別
、
学
歴
等
に
関
係
な
く
、
だ
れ
で
も
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

受
験
申
込
み

１

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
込
み

(一)

試
験
案
内
の
掲
載

ア

掲
載
期
間

平
成
十
八
年
七
月
三
日

(

月)

か
ら
平
成
十
八
年
七
月
十
八
日

(

火)

ま
で

イ

掲
載
場
所

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(h
ttp:

／／w
w

w
.retio.or.jp)

(二)

申
込
期
間

平
成
十
八
年
七
月
三
日

(

月)

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
平
成
十
八
年
七
月
十
八
日

(

火)

午
後
九

時
五
十
九
分
ま
で

(三)

申
込
方
法

ア

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(h
ttp:

／／w
w

w
.retio.or.jp)

に

ア
ク
セ
ス
し
、
受
験
申
込
画
面
に
お
い
て
必
要
な
事
項

(

登
録
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
登
録

講
習
修
了
者
証
明
書

[

修
了
試
験
合
格
年
月
日
が
試
験
実
施
日
前
三
年
以
内
の
も
の]

に
記
載
さ

れ
て
い
る
登
録
講
習
機
関
の
登
録
番
号
及
び
修
了
番
号
を
含
む
。)

を
入
力
す
る
。

イ

写
真
フ
ァ
イ
ル

(

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
撮
影
し
た
上
半
身
、
無
帽
、
正
面
向
き
、
無

背
景
の
も
の
でJP

E
G

形
式
の
も
の)

を
添
付
す
る
。

(四)

受
験
手
数
料

七
千
円

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
が
指
定
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
又
は
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
お
い
て
納
入
す
る
こ
と

(

事
務
手
数
料
は
、
本
人
負
担
と
す
る
。)

。
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２

郵
送
に
よ
る
申
込
み

(一)

試
験
案
内
及
び
受
験
申
込
書
の
配
布

ア

配
布
期
間

平
成
十
八
年
七
月
三
日

(

月)

か
ら
平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

(

月)

ま
で
。
た
だ
し
、
土

曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規

定
す
る
休
日
は
除
く
。

イ

配
布
場
所

社
団
法
人
広
島
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
本
部
及
び
各
支
部
並
び
に
広
島
県
都
市
部
都
市
事
業

局
建
築
指
導
室
、
広
島
県
各
地
域
事
務
所
建
設
局
及
び
建
設
局
支
局

(二)

申
込
期
間

平
成
十
八
年
七
月
三
日

(

月)
か
ら
平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

(

月)

ま
で
の
消
印
が
あ
る
も

の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

(三)

提
出
書
類

ア

受
験
申
込
書(

受
験
手
数
料
納
入
済
み
を
証
す
る
郵
便
振
替
払
込
受
付
証
明
書
を
は
っ
た
も
の)

イ

写
真
一
葉

(

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
撮
影
し
た
上
半
身
、
無
帽
、
正
面
向
き
、
無
背
景

で
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か

ら
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
大
き
さ
の
も
の)

ウ

登
録
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
前
記
ア
と
イ
に
加
え
て
登
録
講
習
修
了
者
証
明
書

(

修
了
試

験
合
格
年
月
日
が
試
験
実
施
日
前
三
年
以
内
の
も
の)

(四)

受
験
手
数
料

七
千
円

受
験
申
込
み
前
に
、
所
定
の
郵
便
振
替
用
紙
に
よ
っ
て
、
郵
便
局
又
は
財
団
法
人
不
動
産
適
正
取

引
推
進
機
構
が
指
定
す
る
銀
行
預
金
口
座
に
払
い
込
む
こ
と(

払
込
手
数
料
は
、
本
人
負
担
と
す
る
。)

。

(五)

申
込
場
所

社
団
法
人
広
島
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会(

〒
七
三
○
―
○
○
四
六

広
島
市
中
区
昭
和
町
一
一
―

五

広
島
県
不
動
産
会
館)

あ
て
、
簡
易
書
留
郵
便
又
は
配
達
記
録
郵
便
で
申
し
込
む
こ
と
。

七

合
格
発
表

１

発
表
の
期
日

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

(

水)

２

発
表
の
方
法

社
団
法
人
広
島
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
本
部
、
福
山
支
部
及
び
呉
支
部
並
び
に
広
島
県
庁
正
面
掲

示
板
に
合
格
者
名
簿
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
本
人
へ
の
合
格
証
書
の
送
付
に
よ
っ
て
行
う
。

八

試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

社
団
法
人
広
島
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

(

電
話

○
八
二
―
二
四
三
―
○
○
一
一)
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